
 

申請の手引 
令和７年度 

京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【申請書類提出先・問合せ窓口】 

○京都市環境政策局地球温暖化対策室 

・受付時間：平日 ９時００分～１７時００分 

・住  所：〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

・電  話：０７５－２２２－４５５５  

・電子メール：ene@city.kyoto.lg.jp 

（※電子メールでの申請は、添付資料の容量を１０ＭＢ以内としてください） 

○ 一般社団法人京都府建築士事務所協会 

・受付時間：平日 ９時００分～１７時００分 

・住  所：〒６０３－８１６３ 

京都市北区小山南大野町１番地 紫明会館１階 

・電  話：０７５－３３４－５２７７ 

・電子メール：eco2050@kyoto-kenchiku.com 

 

mailto:ene@city.kyoto.lg.jp
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１ 申請の概要（詳細は３以降を参照ください） 

⑴ 概要 

京都市内の延床面積 10m2 以上の建築物（延べ床面積 300m2 未満の戸建て住宅を除

く）において、本市が定める基準量に 1kW 以上上乗せして太陽光発電設備を設置する

場合が対象となります。当該太陽光発電設備に付帯する設備として、蓄電池を設置する

場合は、蓄電池も補助対象となります。 

※１ 300m2 未満の戸建て住宅は対象外です。別の支援事業「京都再エネクラブ」の活用を御

検討ください。 

※２ ３万 MJは、太陽光発電設備では、2.7kW～3.3kW程度に相当します。 

 

ア 対象設備と補助金額 

補助対象設備 補助額 補助上限額 

① 太陽光発電設備 
５万円／ｋＷ 

(基準量分も対象) 

９００万円 

（その他、設備設置費用に係る上限あり）  

② 

蓄電池 

（①に付帯する設

備） 

導入費用の１/３ 

（工事費込、税抜） 

以下項目のいずれか低い額 

・設備容量に以下の価格を乗じた額 

家庭用：５．１万円／ｋＷｈ 

業務用：６．３万円／ｋＷｈ 

・１００万円（災害時に地域で電力を提供

する場合は、上限２００万円） 

 

イ 対象期間 

・ 設備の設置工事に関する契約時期や工事期間等が以下の期間内であること。 

建築物の 

種類 
請負契約締結日 

補助対象設備

の工事着手 

補助対象設備の工事完了及び

実績報告 

新増築時 

に設置 
令和 4年 7月 15日以降 令和７年度 令和 8年 2月 28日まで※1、※2 

既存建築物 

に設置 
令和 7年 4月 3日以降 令和７年度 令和 8年 2月 28日まで※2 

※１ 新増築建築物において、補助対象設備の工事請負契約から工事完了までが長期に渡り、

令和８年４月１日から令和９年２月２８日の間に完了する場合は、補助対象設備の工事

着手前かつ令和８年２月２８日までに事業開始承認申請を行い、令和８年度に改めて申

請してください（事業開始承認をもって、交付を保証するものではありません）。 

※２ 令和８年３月１日から令和８年３月１３日までに工事が完了する場合は、令和８年３

月１３日まで。 

建築物の種類 建築物の規模 基準量※２ 

新増築建築物 

既存建築物 

延べ床面積10m2以上300m2未満 

（300m2未満の戸建て住宅を除く※１） ３万 M J
メガジュール

 
延べ床面積 300m2以上 2,000m2未満 

延べ床面積 2,000m2以上 
３０MJ×延べ床面積（m2） 

（上限 45万 MJ） 

https://kyoto-repoint.jp/
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ウ 申請の流れ（令和８年２月２８日までに工事が完了する場合） 

➀ 交付申請受付期間（交付申請書を補助対象設備の工事着手前かつ以下の期間内に提出）  

令和７年４月１０日（木） ～ 令和８年１月３０日（金） 
ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。 

➁ 実績報告提出期限  
補助対象設備の工事完了日から６０日以内又は令和８年２月２８日のいずれか早い日
まで 
ただし、工事完了日が令和８年３月１日～令和８年３月１３日の場合は、令和８年３
月１３日まで 

 令   和   ７   年   度 

事

業

の

流

れ 

 

 

 

 

 

 

⑵ 注意点 

ア 補助対象設備の工事の事前着手について（⑴のとおり） 

  交付決定又は事業開始承認前の補助対象設備の工事着手について、交付申請書又は事

業開始承認申請書提出時に事前着手届をご提出いただくことで、交付申請から交付決定、

又は事業開始承認申請から事業開始承認の間に工事の着手をしていただけます（交付を

保証するものではありません）。 

イ 京都市から申請者へ送付する文書の押印見直しについて 

  令和５年４月１日から、京都市が申請者へ送付する文書（交付決定通知書、交付額決

定通知書、事業開始承認通知書等）について、押印を省略しています。 

申請者の事情（社内規定等）により押印が必要となる場合及び電子メールでのやり取

りが困難な場合には、押印した文書を郵送にて送付いたしますので、申請時にお伝えく

ださい。 

  押印を行わない文書については、電子メールにより送付いたします（申請者が団体の

場合は、複数名のメールアドレス（共用メールアドレスの場合は、1アドレス）へご送付

いたします）ので、電子メールを受信されましたら、受信した旨の簡潔なメールをご返

信ください。 

  なお、押印を行わない代わりに、送付する文書に、文書番号、担当室の担当者の氏名、

連絡先を明記いたしますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 

  

  

交

付

申

請 

交

付

決

定 

補助対象設備工事※ 

実

績

報

告 

交

付

額

決

定 

補

助

金

請

求 

審査 審査 

補

助

金

交

付 

※ 原則、交付決定通知後に補助対象設備工事を行っていただく必要がありますが、やむを得ない

事由により、交付決定通知前に工事に着手しようとする場合は、交付申請時に、事前着手届を

提出してください（交付を保証するものではありません）。 
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２ 事業概要 
⑴ 補助金名 

  京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金 

⑵ 事業予算額（令和７年度） 

   ７９，２６５，０００ 円 

⑶ 事業内容 

京都市では京都市地球温暖化対策条

例に基づき、一定規模以上の建築物の

新築又は増築時に、太陽光発電設備等

の再生可能エネルギー利用設備を設置

するよう義務付けています（右図及び下表参照）。 

建築物の延べ床面積 再生可能エネルギー利用設備の設置に

関する義務量 

300 ㎡以上 2,000㎡未満（準特定建築物） 年間 3万 MJ以上 

2,000㎡以上（特定建築物）  
年間【延床面積の㎡数×30】MJ以上 

（義務量の上限は年間 45万 MJ） 

本事業は、同義務量（基準量）に 1kW 以上上乗せして太陽光発電設備を設置しようと

する場合に、その設置費用（義務量分を含む）及び同設備に付帯する蓄電池の設置費用

を支援します。 

また、令和６年度から、既存建築物や小規模建築物（延べ床面積 300m2 未満の建築物

（戸建て住宅を除く））にも支援対象を拡大し、太陽光発電設備の設置費用（基準量分を

含む）及び同設備に付帯する蓄電池の設置費用を支援しています。 

＜上乗せ設置補助の基準量＞ 

建築物の種類 建築物の規模 基準量※２ 

新増築建築物 

既存建築物 

延べ床面積10m2以上300m2未満 

（戸建て住宅を除く※１） ３万 M J
メガジュール

 
延べ床面積 300m2以上 2,000m2未満 

延べ床面積 2,000m2以上 
３０MJ×延べ床面積（m2） 

（上限 45 万 MJ） 

※１ 300m2未満の戸建て住宅は対象外です。別の支援事業 

「京都再エネクラブ」のご活用を検討ください。 

※２ ３万 MJは、2.7kW～3.3kW程度に相当します。 

 

         

        

            

 
 
 
 
 
 

                 

    

    

     

           

    

    

    

     

           

  

  

              

           

     

      

  

       
      

 

 

 

 

京都再エネクラブ 

https://kyoto-repoint.jp/


4 

 

  

（参考）地球温暖化対策条例における新増築建築物への義務規定 

・ 延床面積 10㎡以上の全ての建築物の新築等 

規定項目 規定内容 

再生可能エネルギーの導

入・設置に関する建築士

の説明等  

・建築主に対し、書面を交付して説明 

・設計を行った建築物の工事完了後３年間、上記書

面を保管 

 

・ 延床面積 300㎡以上、2,000㎡未満の建築物の新築等（準特定建築物） 

規定項目 規定内容 

再生可能エネルギー利用

設備の設置等  

・条例に定める基準以上の再生可能エネルギー利用

設備の設置 

・上記設備の設置に係る工事完了後、速やかに完了

届を提出 

 

・ 延床面積 2,000㎡以上の建築物の新築等（特定建築物） 

規定項目 届出等期限  

建築物排出量

削減計画書の

提出等 

・工事着手予定日の 21日前までに建築物排出量削減計画書を提出※ 

・工事完了後速やかに完了届を提出 

※ 届出に変更が生じた場合、変更後速やかに変更届を提出  

地域産木材の

利用及び再生

可能エネルギ

ー利用設備の

設置等 

・条例に定める基準以上の地域産木材の利用及び再生可能エネルギー利

用設備の設置 

・工事着手予定日の 21 日前までに地域産木材利用及び再生可能エ

ネルギー利用設備設置届出書を提出※ 

※ 届出に変更が生じた場合、変更後速やかに変更届を提出（完了届は

提出不要） 

建築物環境配

慮性能の評価

等 

・建築環境総合性能評価システムによる評価、工事現場への評価

結果の表示 

・表示後速やかに建築物環境配慮性能表示届を提出※ 

※ 届出に変更が生じた場合、変更後速やかに変更届を提出（完了届は

提出不要） 

 

・地球温暖化対策条例 URL：https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000215806.html  

・設置基準と算出方法 URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172303.html  

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000295756.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000295756.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000295756.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000295771.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000295771.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172304.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172304.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172304.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172305.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172305.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172305.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172305.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172305.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172306.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172306.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172306.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000215806.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000172303.html
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３ 補助対象の詳細について 

補助対象かどうかは、主に次の２つの要件によって決まります。⑴及び⑵それぞれの

要件について該当しているか、ご確認ください。 

    ⑴ 申請を行う方が、対象となるかどうか      （要綱第３条） 

  ⑵ 設置する設備が、対象となるかどうか      （要綱第４条） 

⑴ 申請を行う方は、以下の要件を満たす必要があります。（要綱第３条） 

① 太陽光発電設備の補助を受ける場合 

 京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物（延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除

く）において、以下に定める基準量に１kW以上上乗せして太陽光発電設備を設置する

民間事業者（PPA事業者及びリース事業者を含む）又は個人 

建築物の規模 基準量※ 

延べ床面積10m2以上300m2未満（戸建て住宅を除く） 
３万 M J

メガジュール

 延べ床面積300m2以上2,000m2未満 

延べ床面積2,000m2以上 
３０ MJ×延べ床面積（m2） 

（上限45万MJ） 

※ ３万 MJは、2.7kW～3.3kW程度に相当します。 

② 蓄電池の補助を受ける場合（➀太陽光発電設備と同時設置のみ） 

①の太陽光発電設備に付帯する設備として、蓄電池を設置する民間事業者（PPA事

業者及びリース事業者を含む）又は個人 

①～②の規定にかかわらず、以下に該当する者は対象としません。 

・ 租税公課を滞納している者 

・ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規 

定する暴力団密接関係者 

③ 期間 

補助対象設備の設置工事の請負契約締結日等は、以下に定めるとおりとする。 

※１ 令和８年３月１日から令和８年３月１３日までに工事が完了する場合は、令和

８年３月１３日まで 

※２ 新増築建築物で、補助対象設備の工事請負契約から工事完了までが長期に渡

り、補助対象設備の工事が令和８年４月１日以降に完了する場合は、令和７年度

の補助対象設備の工事着手前に事業開始承認申請を行い、令和８年度に改めて申

請してください(事業開始承認を以て、交付を保証するものではありません)。 

 

建築物の種類 
補助対象設備の 

工事請負契約締結日 

補助対象設備

の工事着手 

補助対象設備の工事完了 

及び実績報告 

新増築建築物 令和４年７月１５日以降 令和７年度 令和８年２月２８日まで※1、2 

既存建築物 令和７年４月３日以降 令和７年度 令和８年２月２８日まで※1 
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⑵  設置する設備は、次の①～④の要件を満たす必要があります。（要綱第４条） 

また、設置する設備ごとに、下表の要件を満たす必要があります。 

① エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 

② 各種法令等を遵守した設備であること。 

③ 商用化され、導入実績がある設備であること（中古設備は、原則、対象外）。 

④ 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減

効果についてＪ－クレジット制度への登録を行わないこと。 

 

補助対象設備と設備要件 

補助対象設備 主要な設備要件及び解説 

太 陽 光 発 電 

設 備 

⑴  本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を

行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるもので

あること。 

→ 自家消費した分の CO2排出削減量を環境価値として他人

に譲渡しないでください。 

⑵  固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又は

FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 

⑶  電気事業法に定める接続供給（自己託送）を行わないこ

と。 

→ 補助対象設備を用いて発電した電気を一般送配電事業者

が運用する送配電ネットワークを介して、別の場所にある

補助対象者が所有する建物に送電しないこと。 

⑷  需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で

発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する

電力量の一定の割合（家庭用：30％、業務用：50%）以上とす

ること。 

→ 一定の割合（家庭用：30％、業務用：50%）以上自家消費

できるか試算してください。 

（補足１）非 FIT／非 FIPの買取り事業者 

  非 FIT/非 FIP の余剰電力の買い取りを行っている小売電気事業者をお探しの方

は、以下 HPをご参考ください。 

  非 FIT 余剰電力の買取事業者について／京都府ホームページ 

（補足２）太陽光発電設備の業務用、家庭用の区分例 

 業務用 家庭用 

用

途 

事務所 店舗 自治会館 

集合住宅（共用部のみで自家消費）  

戸建て住宅  

集合住宅（各戸で自家消費） 

https://www.pref.kyoto.jp/energy/kateimukehojo_nonfit.html
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※ 店舗兼住宅については、店舗部分を店舗用、住宅部分を家庭用と定め、全体に占める割合を

面積から算出し、消費する電力量は業務用 50%以上、家庭用 30%以上自家消費できるか試算し

てください。全体に占める割合の算出が困難な場合には、業務用として、試算してください。 

 ※ 新築する住宅に対象設備を設置し、同一敷地内の工場で電力を消費する場合、工場で 100％

消費するのであれば、業務用として取扱います。自宅でも使用する場合は想定される用途ごと

に按分してください。 

    （例）需要家 A（一般家庭）と需要家 B（工場）が同一敷地内にあり、設置した PVから自営線

で両方に電力供給する場合 

     → 需要家 Aと需要家 Bの電力消費量を算出し、以下の条件を満たしてください。 

 

  

 

 

 

（補足３）業務用の自家消費割合 

  自家消費割合が 50%に満たない場合であっても、自家消費割合が 30%以上かつ、

発電した電力の 50％以上を京都府内の需要家が消費する場合は、自家消費割合に

係る設備要件を満たしているものとみなします。 

 

 

補助対象設備 主要な設備要件の解説 

蓄 電 池 

⑴  本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として同時

に申請され、同時に設置されるもの 

→ 蓄電池への単独補助は実施しておりません。 

→ 蓄電池が補助対象であっても、太陽光発電設備が補助対象

でない場合、共に補助対象外になります。 

⑵  原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した

電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返す

ことを前提とした設備とすること。 

→ 商用電源から蓄電池への充電は行わないようにし、日常

的に再生可能エネルギーから充電した電気を利用してくだ

さい。 

⑶  家庭用：12.5万円/kWh、業務用：11.9万円/kWh以下（いず

れも工事費込み・税抜き）の蓄電システムとなるよう努める

こと。 

（家庭用：4,800Ah・セル未満、業務用：4,800Ah・セル以上） 

 

 詳細の補助要件については、京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補

助金交付要綱を御確認ください。 

  

（A の電力消費量＋B の電力消費量） 

発電量 
＞ 

   （A の電力消費量）      

（A の電力消費量＋B の電力消費量） 
    （B の電力消費量）     

（A の電力消費量＋B の電力消費量） 
×0.3＋ ×0.5 
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４ 補助金額について 
①太陽光発電設備、②蓄電池について補助金の交付を行います。補助額は下表のとお

りです。 

※補助対象設備ごとに要件がありますので、Ｐ６、Ｐ７をご確認ください。 

 補助対象設備 補助額 補助上限額 

①  太陽光発電設備 
５万円／ｋＷ 

(基準量分も対象) 
９００万円 
（その他、設備設置費用に係る上限あり） 

②  
蓄電池 

（①に付帯する設備） 

導入費用の１/３ 
（工事費込、税抜） 

以下項目のいずれか低い額 
・設備容量に以下の価格を乗じた額 
家庭用：５．１万円／ｋＷｈ 
業務用：６．３万円／ｋＷｈ 

・１００万円（災害時に地域で電力を提

供する場合は、上限２００万円） 

 

（補助金の利用例） 

・ 太陽光発電設備導入の場合 

  ※ 「容量(kW)×５万円」と「上乗せ導入金額」のいずれか低い方が補助額となります。 

 

・ 蓄電池導入の場合（家庭用：4,800Ah・セル未満、業務用：4,800Ah・セル以上） 

※ 家庭用蓄電池：5.16万円/kWh、業務用蓄電池：6.33万円/kWh 

 

 

 

  

建築物の延べ床面積 基準量 
設備 

導入量 

上乗せ 

導入量 
導入総額 

上乗せ導入金額

（上限） 
補助額 

（上限額：900万） 

500 m2 3kW 10kW 7kW 250万円 175万円 
(250×(7/10)) 

50万円 
(10kW×5 万円) 

5,000m2 15kW 30kW 15kW 750万円 375万円 
(750×(15/30)) 

150 万円 
(30kW×5 万円) 

10,000m2 30kW 32kW 2kW 800万円 
50万円 

(800×(2/32)) 
50万円※ 

(上乗せ導入金額) 

 設備 

導入量 
導入総額 

補助額 

（導入総額×

1/3） 

１kWh 当たりに設けてい

る上限額※による 

補助上限額 

補助額 

（上限額：100 万

円） 

家庭用蓄電池 

5kWh 60 万円 20 万円 
25.8万円 

（5.16万円×5kWh） 
20万円 

10kWh 200 万円 66.6 万円 
51.6万円 

（5.16万円×10kWh） 
51.6万円 

業務用蓄電地 20kWh 240 万円 80 万円 
126.6万円 

（6.33万円×20kWh） 
80万円 
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５ 補助金交付スケジュール 
申請や補助金の交付の流れは、補助対象設備（太陽光発電設備及び蓄電池）の工事期

間によって異なり、以下のとおりです。 

⑴ 令和７年度に工事着手し、令和８年２月２８日までに工事が完了する場合 

➀ 交付申請受付期間（補助対象設備の工事着手前に提出） 

令和７年４月１０日 ～ 令和８年１月３０日 
ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。 

➁ 実績報告提出期限  

補助対象設備の工事完了日から６０日以内又は令和８年２月２８日※のいずれか早い
日まで 

※ 工 事完了 日が 令和 ８ 年３ 月１日 ～令 和８年 ３月 １３日 の場 合は、 令和 ８年３ 月１ ３日ま で 
 令   和   ７   年   度 

事

業

の

流

れ 

 

 

 

 
 
 
 

⑵ 令和７年度に工事着手し、令和８年４月１日から令和９年２月２８日までに工事が完

了する場合（新増築建築物で、補助対象設備の工事請負契約から工事完了までがやむ

を得ず長期に渡る場合に限る） 

※ 令和８年度に補助金を交付することを想定していますが、交付を保証するものではありません。 

➀ 事業開始承認申請受付期間（補助対象設備の工事着手前に提出） 

令和７年４月１０日 ～ 令和８年２月２８日必着 

➁ 交付申請受付期間及び実績報告提出期限  
令和８年度の受付期間及び提出期限に準ずる。（令和８年度当初に決定予定です。） 

 令 和 ７ 年 度 令  和  ８  年  度 

事

業

の

流

れ 

 

 

 

 

 

 

  

交

付

申

請 

交

付

決

定 

補助対象設備工事※ 

実

績

報

告 

交

付

額

決

定 

補

助

金

請

求 

審査 審査 

補

助

金

交

付 

※ 原則、交付決定通知後に補助対象設備工事を行っていただく必要がありますが、やむを得ない事

由により、交付決定通知前に工事に着手しようとする場合は、交付申請時に、事前着手届を提出

してください（交付を保証するものではありません）。 

事

業

開

始

承

認

申

請 

事

業

開

始

承

認 
補助対象設備工事※  

 

実

績

報

告 

交

付

額

決

定 

補

助

金

請

求 
審査 審査 

交

付

申

請 

交

付

決

定 審査 

補

助

金

交

付 

※ 原則、事業開始承認後に補助対象設備工事を行っていただく必要がありますが、やむを得ない事由に

より、事業開始承認前に工事に着手しようとする場合は、事業開始承認申請時に、事前着手届を提出

してください（交付を保証するものではありません）。 
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６ 補助金申請の流れ（一般的な例） 
＜令和７年度に工事着手し、令和８年２月２８日までに工事が完了する場合＞ 

 申請者 京都市・京都府建築士事務所協会 
※ 書類審査及び通知書等の送付は京都市が行います。 

令

和

７

年

度 

  

  

 
 

 

② 補助金交付決定通知書 

提出書類の確認完了後、原則電子メー

ルで送付します。 
③ 補助対象設備工事の着手～完了 
 補助金額に変更が生じる場合など、重大な

変更を行う場合は、変更承認申請を提出して

ください。 

④ 実績報告書の提出 
ア 工事完了日から６０日以内 

イ 令和８年２月２８日 

 のいずれか早い日までが期限です。 

受付 

提出書類の不備確認（訂正・追加等） 

書類審査 

電子メール 

又は郵送 

 送付 

電子メール 

又は郵送 

①  交付申請書の提出 

【申請期間】 

令和７年４月１０日から 

令和８年１月３０日まで 

交付の決定に 1か月以上かかる場合がありま

すので余裕をもってご提出ください。 

受付 

提出書類の不備確認（訂正・追加等） 

書類審査 

⑤ 補助金交付額決定通知書 

提出書類の確認完了後、原則電子メー

ルで送付します。 

⑥ 補助金の請求  

交付額決定通知書の受取り後、 

ア 交付請求書に必要事項を記入 

 イ 補助金のアンケートを記入 

し、２週間以内に送付してください。 

⑦ 補助金の交付 
約１箇月で、御指定の口座に補助金を

お振込みします。 
※補助金のお振込みは通知いたしません。 

“京都市”や”キョウトシ”からのお振込みを通
帳記帳等で御確認ください。 

以上で補助金の手続は全て完了です。 

電子メール 

又は郵送 

電子メール 

又は郵送 

電子メール 

又は郵送 

 送付 
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＜令和７年度に工事着手し、令和８年４月１日から令和９年２月２８日までに工事が完了する場合＞ 

 申請者 京都市・京都府建築士事務所協会 
※ 提出書類の不備確認及び申請に関する問合せ等については、 

京都府建築士事務所協会（委託事業者）が行います。 

令

和

７

年

度 

 
 

 

令

和

８

年

度 

  

 
 

① 事業開始承認申請書の提出 
【申請期間】令和７年４月１０日から 

令和８年２月２８日まで 

事業開始の承認に 1 か月以上かかる場合がありますの

で余裕をもってご提出ください 

③ 補助対象設備工事の着手 
 

⑧ 補助金交付額決定通知書 

提出書類の確認完了後、郵送で送付します。 

⑨ 補助金の請求  

交付額決定通知書の受取り後、 

ア 交付請求書に必要事項を記入 

 イ 補助金のアンケートを記入 

し、２週間以内に送付してください。 
⑩ 補助金の交付 

約１箇月で、御指定の口座に補助金をお振込

みします。 ※補助金のお振込みは通知いたしません。 

“京都市”や”キョウトシ”からのお振込みを通
帳記帳等で御確認ください。 

④ 交付申請書の提出 

【申請期間】令和８年度の受付期間に準ずる 

受付 

提出書類の不備確認（訂正・追加等） 

書類審査 

⑤ 補助金交付決定通知書 

提出書類の確認完了後、郵送で送付します。 

⑦ 実績報告書の提出 

 【提出期限】令和８年度の受付期間に準ずる 

受付 

電子メール 

又は郵送 

電子メール 

又は郵送 

 

電子メール 

又は郵送 

電子メール 

又は郵送 

提出書類の不備確認（訂正・追加等） 

書類審査 

 
受付 

提出書類の不備確認（訂正・追加等） 

書類審査 

電子メール 

又は郵送 

 送付 

 

② 事業開始承認通知書 
提出書類の確認完了後、原則電子メールで送付し

ます 

電子メール 

又は郵送 

 送付 

 

⑥ 補助対象設備工事の完了 
  

電子メール 

又は郵送 

 送付 
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７ 景観手続（※ 必ず工事着手前にご確認ください。） 

景観手続の要否については、以下の方法でご確認のうえ、不明な場合は、京都市都

市計画局都市景観部景観政策課（２２２－３４７４）又は風致保全課（２２２－３４

７５）にお問い合わせください。 

（受付時間：午前８時４５分～１１時３０分、午後１時～午後３時） 

景観規制等の確認方法 

計画地の景観規制等については、「京都市景観情報共有システム」で確認できます。 

＜京都市景観情報共有システムの利用の仕方＞ 

①「京都市景観情報共有システム（https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/keikan/）」にアクセス 

② 利用規約を確認し、内容に同意したうえで「同意する」をクリック 

③「本システムのご利用方法」を確認：操作説明書をご覧いただけます。 

④ 町名等を入力し、検索したい場所を特定（検索では、町名までの特定が可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑤「地図選択 景観」をクリックし、「規制情報 景観保全」を選択して、 

用途地域で色分けされた地図に切り替え、 

申請地をクリックしてピン  を立てます。 

 

 ⑥ 規制情報を確認して、 

印刷画面に移ります。 

 

（次ページへ） 
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⑦景観保全、眺望景観の欄を御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 都市景観部のホームページ 

「太陽光パネルの景観に関する運用基準・手続のご案内」

(https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281390.html） 

のフローチャートと照らし合わせて、 

景観手続の要否を確認してください。 

 

 

 

   

  

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281390.html
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８ 申請・問い合わせ窓口 

 

＜問合せ方法＞ 

相談は電子メール及び電話でお受けいたします。電子メールでご相談の場

合は、電話で返答させていただく可能性もありますので必ず電話番号を記載

ください。 

※ 原則、窓口での相談や確認は行っておりませんので御注意ください。 
 

＜申請時の注意事項＞ 

⑴  申請書等の入手方法 

「京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金」の 

ホームページからダウンロードしてください。 

URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000303902.html 

 

⑵  申請書等の受付 

申請書等は原則、電子メールにより提出してください。なお、申請書等が揃っていな

い場合は、受付ができませんので御注意ください。 
 

⑶  申請書等の確認と訂正 

申請受付後、書類の確認を行います。後日担当者より連絡させていただきますので、

必要に応じて訂正を行い、差替え書類を送付してください。 

なお、一度提出された書類は返却できませんので、必ず提出前に、申請書等のコピー

を取り、手元に残してください。 

 

【申請書類提出先・問合せ窓口】 

○京都市環境政策局地球温暖化対策室 

・受付時間：平日 ９時００分～１７時００分 

・住  所：〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

・電  話：０７５－２２２－４５５５  

・電子メール：ene@city.kyoto.lg.jp 

（※電子メールでの申請は、添付資料の容量を１０ＭＢ以内としてください） 

○ 一般社団法人京都府建築士事務所協会 

・受付時間：平日 ９時００分～１７時００分 

・住  所：〒６０３－８１６３ 

京都市北区小山南大野町１番地 紫明会館 1階 

・電  話：０７５－３３４－５２７７ 
・電子メール：eco2050@kyoto-kenchiku.com 
 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000303902.html
mailto:ene@city.kyoto.lg.jp
mailto:eco2050@kyoto-kenchiku.com
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⑷  通知書等の押印の省略について 

京都市が申請者へ送付する文書（事業開始承認通知書、交付決定通知書及び交付額決

定通知書等）について、押印を省略いたします。 

申請者の事情（社内規定等）により押印が必要となる場合及び電子メールでのやり取

りが困難な場合には、押印した文書を郵送にてご送付いたしますので、申請時にお伝え

ください。 

押印を行わない文書については、電子メールにより送付いたします（申請者が団体の

場合は、複数名のメールアドレス（共用メールアドレスの場合は、1 アドレス）へご送

付いたします）ので、電子メールを受信されましたら、受信した旨の簡潔なメールをご

返信ください。 
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９ 提出書類チェックリスト 
注意 全ての提出書類のサイズは、Ａ４（又はＡ３を折り込む）に揃えてください。 

⑴  交付申請及び事業開始承認申請 

提出書類と確認事項 記入例 

ア □ 交付申請書（第１号様式（第５条関係）） 

  又は事業開始承認申請書（第５号様式（第９条関係）） 
P20～23 

イ □ 交付申請書類に係るチェックリスト ― 

ウ □ 申請者が個人の場合 □ 申請者の住民票の写し 

（コピー可、発行後３か月以内） 
― 

□ 申請者が民間事業者の場合 □ 現在事項又は履歴事項証明書 

（コピー可、発行後３か月以内） 
― 

エ 次のいずれかの書類 □ 建物の用途別床面積及び所有者

が分かる 

― 

□ 建築確認申請書（受付印押

印済） 

□ 登記事項証明書 

□ 上記書類に代わるもの 

 （           ） 

オ 次のいずれかの書類 □ 補助対象経費がわかる 

― 
□ 見積書 

□ 上記書類に代わるもの 

 （           ） 

カ □ 補助対象設備に係る仕様書

又はカタログ  

 □ 太陽光パネル 

 □ パワーコンディショナー 

 □ 蓄電池 
   

以下が確認できる 

□ 太陽光パネル 

（□ 型番 □ 設備容量）  

□ パワーコンディショナー 

 （□ 型番 □ 設備容量）  

□ 蓄電池（□家庭用 □業務用） 

（□ 型番 □ 設備容量） 

― 

キ □ 付近見取図 

□ 設置図（平面図等） 

□ 設置場所所在地が容易に特定で

きる 

□ 補助対象設備が分かる 

― 

ク 次のいずれかの書類 □ 補助対象設備の工事期間が判別

できる 

※複数年度工事の場合 

 □ 年度ごとの内容が確認できる 

P32 
□ 予定工程表 

□ 上記書類に代わるもの 

（           ） 

ケ 次のいずれかの書類 □ 太陽電池モジュールの定格容量

が本要綱に定める基準量を満た

していることが判別できる 
P33 

□ 再生可能エネルギー算出表 

□ 上記算出表に代わるもの 

（           ） 

コ □ 京都市暴力団排除条例に基づく誓約書 

 （京都市ＨＰ内の誓約書（第１号様式）を利用） 
― 

□ 家庭用蓄電池（4800Ah・セル未満）の場合 

サ □ 蓄電池のパッケージ型番が、一般社団法人環境共創イニシアチブ

（ＳＩＩ）に登録されていることがわかる書類 
P31 

このチェックリストの順番に添付書類を揃

えて、提出してください。 

詳しい書き方は、P19以降をチェック！ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000303902.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000120713.html
https://sii.or.jp/zeh/battery/search
https://sii.or.jp/zeh/battery/search
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□ 申請者又は対象設備使用者、設置場所所有者のいずれかが異なる場合 

シ □ 京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金に係

る設置施設に関する同意書（第１号様式別紙） 
― 

□ ＰＰＡ又はリースの場合 

ス □ サービス料金又はリース料金から交付金額相当分又はその一部が

控除されることがわかる書類 
― 

 

 

⑵ 変更承認申請 

提出書類と確認事項 記入例 
ア □ 変更承認申請書（第９号様式（第１１条関係）） P23～26 
イ □ 交付申請時からの変更内容を証明する書類 

 （例：見積書、契約書、カタログ及び設置図等） 
― 
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⑶ 実績報告 

補助対象設備 提出書類と確認事項 記入例 

共通 ア □ 実績報告書（第１５号様式（第１３条関係）） P28～

30 

イ □ 第１５号様式別紙 P36 

ウ □ 実績報告書類に係るチェックリスト ― 

エ □ 契約書の写し ※ 交付申請時に提出した場合は省略可能 ― 

オ 次のいずれかの書類 □ 契約先に補助対象経費

を支払ったことが分か

る 
― 

□ 領収書等の写し 

□ 上記書類に代わるもの 

 （          ） 

カ 次のいずれかの書類 □ 補助対象設備ごとの金

額（工事費含む、税

抜）がわかる 
P36 

□ 請負代金内訳書 

□ 上記書類に代わるもの 

（          ） 

キ 次のいずれかの書類 □ 設置した補助対象設備

の型番、数量が分かる 

 
P35 

□ 保証書、納品書又は出荷証明書 

□ 上記書類に代わるもの 

 （          ） 

□ 補助対象設備の設置場所又は設置位置が交付申請時から変更した場合 

ク 【完成図】 

□ 設置図（平面図等） 

□ 補助対象設備が分か

る 
― 

□ 景観の手続きが必要な場合 

ケ □ 景観地区（美観地区・美観形成

地区）、建造物修景地区 

 □ 認定証の写し 

 □ 行為届副本表紙の写し 

□ 風致地区の場合 

 □ 許可通知書の写し 

□ 許可申請書副本表紙の写し 

□ 設置場所で景観等の手

続きを行ったことが分

かる 

― 

□ PPA又はリースの場合 

コ 次のいずれかの書類 □ 法定耐用年数期間満

了まで継続的に使用

するために必要な措

置等を証明できる 

― 

□ 事業者との契約書 

 （メンテナンス項目がある） 

□ 上記書類に代わるもの 

（           ） 

□ 逆潮流防止措置を施した場合 

サ □ 逆潮流防止装置の仕様書等及び

設置写真 

□ 上記書類に代わるもの 

（           ） 

□ 逆潮流防止措置を施

したことが分かる 
― 

太陽光発

電設備 

シ □ 「全ての太陽電池モジュール」

の設置後の写真（カラー） 

□ 「パワーコンディショナ」の

設置後の写真（カラー） 

□ 全体写真  

□ 銘板（仕様が確認で

きる） 
P34 
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蓄電池 ス □ 「蓄電池本体」「パワーコンデ

ィショナ」「ＤＣ／ＤＣコンバー

タ」の設置後の写真（カラー） 

□ 全体写真  

□ 銘板（仕様が確認で

きる） 

 

― 

□ 災害時に地域で電力を提供する場合 ― 

セ □ 地域との連携協定に関する資料もしくはそれを証する書類

（写し） 
― 
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10 交付申請書及び事業開始承認申請の記入例と注意点 
以下の記入例は、太陽光発電設備及び蓄電池の交付申請及び事業開始承認申請の一例で

す。作成の際は、申請内容に応じて必要箇所に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出日 

令和７   ４  ２０ 

住民票又は現在事項証明書の住所と一致させる 

株式会社○○○○ 

 

京都府京都市エコ区 

エコ町１丁目１番地１ 

６０４－００００ 

４．２ 

 

代表取締役 京都 太郎 

エコ２区エコ町２丁目２番地２ 

既設太陽光発電設備を設

置している場合のみ 

１０．０ 

１０．５ 

１，２６０，０００ 

２，５２５，２００ 

０ 

604-0000 
登記事項証明書の住所と一致させる 

家庭用：4800Ah・セル未満 

業務用：4800Ah・セル以上 

・算出表の基準量と一致させる。 

・小数点第２位以下切り捨てる。 

０ 

２，５２５，２００ 

株式会社○○○○ 

 

家庭用 
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工事完了予定日及び支払い完了日について 

１．交付申請書の場合 

令和８年２月２８日までの日付 

２．事業開始承認申請書の場合  

  令和９年２月２８日までの日付 

７     ６     １０ 

７     ６    ３０ 

５００，０００ 

＜対象要件＞ 

家庭用：自家消費量/発電量＝30％以上 

業務用：自家消費量/発電量＝50％以上 

１１，０００ 

７，０００ 

✔ 

○○補助金 

他補助金が本補助金

と併用可能であるか

を他補助金要綱から

確認してください。 ２００，０００ 

工事着工予定日が、交付

申請日又は事業開始承認

申請から３０日以内の場

合には、事前着手届を提

出してください。 

０ 

４２０ 

合計が、建築確認申請書や登記事項証明

書等の延べ床面積と同じになっているか

確認してください。 

計算に誤りがないか必ず確認し

てください。 

１，０６０，０００ 

５００，０００ 

１，４６４，０００ 

４２０，０００ 

４２０，０００ 

９２２，０００ 

７     ９    ３０ 

７    １０     １ 

８００ 

・家庭用：5.16 万円×設置予定の蓄電容量 

 業務用：6.33 万円×設置予定の蓄電容量 

・100 万円（要件を満たした場合 200 万） 

✔ 
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中京 太陽 

総務部 部長 

京都府京都市エコ区エコ町１丁目１番地１ 
〒６０４－００００ 

○○〇－○○○－○○○○ 

○○○○＠○○○○ 

 

株式会社○○○○  

 上京 一郎 

〒６０３－００００ 

京都府京都市○○区○○町１丁目１番地１ 

○○〇－○○○－○○○○  

平日９時～１７時 

○○○○＠○○○○ 

総務部 

下京 太一 

陽 ○○○○＠○○○○ 
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代表取締役  

 
京都 太郎  

 

株式会社○○○○  

 

総務部 部長 

中京 太陽 

〒６０４－００００ 

京都府京都市エコ区エコ町１丁目１番地１ 

○○〇－○○○－○○○○ 

○○○○＠○○○○ 

申請者がＰＰＡ事業者又はリース事業者の場合のみ記入 

設置場所所有者が申請者と異なる場合のみ記入 
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11 変更承認申請書の記入例と注意点 
以下の記入例は、太陽光発電設備及び蓄電池の変更承認申請の一例です。作成の際は、

変更内容に応じて必要箇所に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出日又は投函日 

〒６０４－００００ 

京都府京都市エコ区 

エコ町１丁目１番地１ 

株式会社○○○○  

 代表取締役 京都 太郎 

 

✔ 

・補助金額に変更が生じる場合など、重大な変更の場合に作成 

（法人の代表者名の変更など、軽微な変更は実績報告書に記載） 

・「設置場所」を変更する場合は、『廃止承認申請書』を作成し、

再度『交付申請書』を提出 

 

✔ 

✔ 

✔ 

令和７   ７  １ 

500,000 

466,000 

・太陽光発電設備 

容量 １０．０ｋＷ 

型番 ＥＣＯ－１０．０Ｅ 

 

・太陽光発電設備 

容量 １２．０ｋＷ 

型番 ＥＣＯ－１０．３Ｅ 

 

屋上のレイアウトを変更し、設置できる屋根面積が大きくなったため。 

 

変更点の内容を記入。工事完了日が変更に

なる場合は、日付を記入。 

７  ６  ２０ ６   

４  20 

○○ 

株式会社○○○○  

 
京都市エコ２区エコ町２丁目２番地２ 

〒６０４－００００ 
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４．２ 

１２．０ 

１０．５ 

０ 

１，２６０，０００ 

２，８２８，２００ 

０ 

２，８２８，２００ 

太陽光発電設備を既に

設置している場合のみ 

家庭用：4800Ah・セル未満 

業務用：4800Ah・セル以上 

６００，０００ 

○○補助金 

他補助金が本補助金

と併用可能であるか

を他補助金要綱から

確認してください。 
２００，０００ 

計算に誤りがないか必ず確認し

てください。 

１，０６０，０００ 

６００，０００ 

１，８３８，０００ 

４２０，０００ 

４２０，０００ 

１,０２０，０００ 

８００ 

家庭用 

・家庭用：5.16 万円×設置予定の蓄電容量 

 業務用：6.33 万円×設置予定の蓄電容量 

・100 万円（要件を満たした場合 200 万） 
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株式会社○○○○  

 上京 一郎 

〒６０３－００００ 

京都府京都市○○区○○町１丁目１番地１ 

○○〇－○○○－○○○○  

平日９時～１７時 

✔ 

○○○○＠○○○○ 

７    １１     ３０ 

７     ７    ３０ 

７    １２     １ 

＜対象要件＞ 

家庭用：自家消費量/発電量＝30％以上 

業務用：自家消費量/発電量＝50％以上 

１１，０００ 

７，０００ 
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中京 太陽 

総務部 部長 

京都府京都市エコ区エコ町１丁目１番地１ 
〒６０４－００００ 

○○〇－○○○－○○○○ 

○○○○＠○○○○ 

 総務部 

下京 太一 

陽 ○○○○＠○○○○ 

代表取締役  

 京都 太郎  

 

株式会社○○○○  

 

総務部 部長 

中京 太陽 

〒６０４－００００ 

京都府京都市エコ区エコ町１丁目１番地１ 

○○〇－○○○－○○○○ 

○○○○＠○○○○ 

申請者がＰＰＡ事業者又はリース事業者の場合のみ記入 

設置場所所有者が申請者と異なる場合のみ記入 
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12 実績報告書の記入例と注意点 
以下の記入例は、太陽光発電設備及び蓄電池の実績報告の一例です。作成の際は、実績

内容に応じて必要箇所に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出日又は投函日 

令和７  １２  １５ 

６０４－００００ 

京都府京都市エコ区 

エコ町１丁目１番地１ 

株式会社○○○○  

 代表取締役 京都 太郎 

 

４．２ 

交付決定通知書の右上に記載している日

付、交付決定番号をそれぞれ転記 

交付申請書の住所と現住所が異なる場合には、

同時に住民票又は現在事項証明書を提出 

７   ６  ２０ ○○ 

１２．０ 

１０．５ 

０ 

１，２６０，０００ 

２，８２８，２００ 

０ 

２，８２８，２００ 

６０４－００００ 

京都市エコ２区エコ町２丁目２番地２ 株式会社○○○○  

 

家庭用 
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補助金額の変更を伴わない軽微な変更があ

った場合に記入し、必要に応じて変更した

ことを証明する書類を提出してください。 

○○補助金 

２００，０００ 

１，０６０，０００ 

６００，０００ 

６００，０００ 

１，８３８，０００ 

４２０，０００ 

４２０，０００ 

１，０２０，０００ 

✔ 

７     ７    ３０ 

７    １１     ３０ 

７     １２     １ 

✔ 
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株式会社○○○○  

 上京 一郎 

〒６０３－００００ 
京都府京都市○○区○○町１丁目１番地１ 

○○〇－○○○－○○○○  

平日９時～１７時 

○○○○＠○○○○ 
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13 添付書類作成例 
⑴  蓄電池のパッケージ型番がＳＩＩに登録済であることが分かる書類 

現在ＳＩＩに登録されている蓄電システムのパッケージ型番は、「一般財団法人 環

境共創イニシアチブ」のホームページから確認することができます。 

 

＜確認方法＞ 

①  登録済 製品一覧 | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業 | SII 一般社団法人 環境共創

イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative にアクセス又は、「蓄電システム登録済製品

一覧」などで検索 

② 「メーカー一覧から検索する」をクリックし、設置予定の蓄電システムのメーカー名を選

択 

③ 「ＳＩＩ登録型番（パッケージ型番）」に設置予定のパッケージ型番を入力し、「検索す

る」ボタンをクリック 

   

・
・

・
 

対象設備の内容であることを確認 

https://zehweb.jp/registration/battery/
https://zehweb.jp/registration/battery/
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⑵  予定工程表 

   補助対象設備の工事期間がわかる、工事全体の工程表を準備してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設備の工事が記載されているか確認してください。 

上記の場合には、補助対象設備の工事着工日は、11 月 20 日となります。 
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⑶  再生可能エネルギー算出表 

   本要綱に定める基準量を満たす太陽電池モジュールの定格容量は、設置場所の傾斜角及び方位角

により決まります。京都市情報館に掲載の再生可能エネルギー算出表をご利用下さい。 

  （URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000303902.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書の２(1)Ⓐの欄に、 

小数点第２位以下を切り捨てた

値を転記して下さい。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000303902.html
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⑷  太陽電池モジュールの写真 

全体がわかるように撮影してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「全ての太陽電池モジュールが写っていない」「暗くて枚数が確認できない」などの

写真は不可です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西から撮影 東から撮影 

複数枚にわかれる場合で、撮影方向が変わる場合

などは、同じモジュールに目印（ ）をつけるな

どして、位置関係が分かるようにしてください。 

× 不可（全ての太陽電池モジュールが確

認できない。） 

○ 許容されるもの（全ての太陽電池モジ

ュールが確認できる） 

パネルごとに番号を振るなど、パネル枚数が分か

るようにしてください。 

①

① 

②

① 

③

① 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 
②

① 
③

① 
④ 
⑤ 
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（参考） 納品書例（太陽光パネル、パワコン、蓄電池等） 

以下のような補助対象設備の納品書を添付してください。 
令和○年○月○日 

納品書 
   ○○ ○○ 御中 

 

 

 

 

 

下記のとおり納品いたしましたので、ご確認ください。 

 

部品名 数量 単位 単価 金額 
     

 太陽電池モジュール 型番 ○○○○ ○ 枚  ○○○○ 

 パワーコンディショナー 型番 ○○○○ 1 台  ○○○○ 

 蓄電池 型番 ○○○○ ○ セル  ○○○○ 

 接続箱 型番 ○○○○ 1 台  ○○○○ 

 付属品 1 式  ○○○○ 

      ○○○○ 

     

【小計】    ○○○○ 

【消費税】    ○○○ 

【合計】    ￥○○○○〇 

     

     

 

～以下省略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株式会社 ○○○○ 

代表取締役 ○○ ○○ 

京都市○○区○○町○○番地○○ 

ＴＥＬ：０７５－○○○－○○○○ 

ＦＡＸ：０７５－○○○－○○○○ 
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（参考） 内訳書例（太陽光パネル、パワコン、蓄電池等） 

契約書に「補助対象設備」の項目がない場合は、内訳明細書を添付してください。 

 

内訳書（抜粋） 
名称 仕様・規格 数量 単位 単価 金額（税抜） 

太陽光発電設備      

太陽電池  1 式  ○○○○ 

架台  1 式  ○○○○ 

パワーコンディショナー  1 台  ○○○○ 

表示装置  1 台  ○○○○ 

データ収集装置  1 台  ○○○○ 

接続箱  1 式  ○○○○ 

変換器箱  1 式  ○○○○ 

計測機器  1 式  ○○○○ 

付属品  1 式  ○○○○ 

機器間ケーブル工事  1 式  ○○○○ 

搬入費  1 式  ○○○○ 

搬出費  1 式  ○○○○ 

据付費  1 式  ○○○○ 

試験調整費  1 式  ○○○○ 

諸経費 （福利厚生費含む） 1 式  ○○○○ 

      

      

【小計】     ￥8,000,000 
 

 

※内訳書に記載の内容を第 15号様式別紙に費目ごとに分配し、転記してください。 

  

 （第 15号様式別紙（抜粋））  

※ 各費目や各細分の詳細については、要綱の「別表第２_２ 補助対象経費」を参照ください。 
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14 よくあるご質問 
過去にお問い合わせが多かった内容について、補助金交付までの流れに沿って記載しています。 

⑴  補助対象設備の契約 

Ｑ１：いつ以降に工事請負契約をしたものが、対象となりますか。 

Ｑ２：新築等の建物の契約を令和４年７月１４日以前に行い、令和４年７月１５日以降

に補助対象設備の追加・変更契約をしましたが、対象となりますか。 

⑵  交付申請書の提出 

Ｑ３：新築する建築物の工事期間が３年、補助対象設備の設置が２年後ですが、どのタ

イミングで交付申請をしたらいいですか。 

Ｑ４：事前申請制であることを知りませんでした。 

Ｑ５：いつから補助対象設備の工事を開始してもいいですか。 

Ｑ６：先着順など、申請の受付順序に優劣はありますか。 

Ｑ７：補助対象設備の要件 

Ｑ７-①：PPA（初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入する方式）は補助対象ですか。 

Ｑ７-②：太陽光発電設備及び蓄電池の要件はありますか。 

Ｑ７-③：既存の延べ床面積３００ｍ２以上の建物に太陽光発電設備を新設する場合は、

補助対象ですか。 

Ｑ７-④：設置する太陽光発電設備が基準量と同等であり、補助対象外になる場合でも

蓄電池は補助対象となりますか。 

Ｑ７-⑤：太陽光発電設備で発電した電力を要綱に定める一定の割合以上消費すること

ができません。 

Ｑ７-⑥：太陽光発電設備で発電した電力の全てを自家消費できない場合、売電するこ

とは可能ですか。 

Ｑ７-⑦：既に太陽光発電設備を設置している建築物に、追加で太陽光発電設備を設置

する場合にも対象となりますか。 

Ｑ８：京都市外に本社がある企業ですが、京都市内に所有する事務所に太陽光発電設備

を設置する場合、補助金の申請は可能ですか。 

Ｑ９：京都府が行う支援制度との併用は可能ですか。 

Ｑ１０：他の補助金との併用は可能ですか。 

⑶  交付決定通知書の受取 

Ｑ１１：交付決定通知書を紙媒体で発行してもらうことは可能ですか。 

⑷  変更承認申請書の提出 

Ｑ１２：変更承認申請が必要な場合はどういった場合ですか。 

⑸  実績報告書の提出 

Ｑ１３：実績報告書の提出が期限に間に合いません。 

⑹  その他 

Ｑ１４：景観の手続きは必ず必要ですか。 
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⑴  補助対象設備の契約 
Ｑ１ いつ以降に工事請負契約をしたものが、対象となりますか。 

Ａ１ 新増築建築物の場合は、令和４年７月１５日以降に対象設備の設置工事の請負契

約を締結している建築物が対象となります。既存建築物の場合は、令和７年４月 

３日以降に工事請負契約を締結したものが対象となります。 
 

Ｑ２ 新築等の建物の契約を令和４年７月１４日以前に行い、令和４年７月１５日以降に

補助対象設備の追加・変更契約をしましたが、対象となりますか。 

Ａ２ 原則、令和４年７月１５日以降に対象設備の設置工事の請負契約を締結している

場合に対象となります。ただし、令和４年７月１５日以降に補助対象設備の追加・

変更契約をし、交付申請又は事業開始申請後に工事着手する場合も対象とします。 
 

⑵  交付申請書の提出 
Ｑ３ 新築する建築物の工事期間が３年、補助対象設備の設置が２年後ですが、どのタイ

ミングで交付申請をしたらいいですか。 

Ａ３ 建築物の工事着手前ではなく、補助対象設備の工事着手前に交付申請書を提出し

てください。交付決定をした補助金については、原則交付決定年度内に支払いを行

う必要があります。ただし、補助対象設備の工事が２箇年に跨る場合には、補助対

象設備の工事請負契約から工事完了までが長期に渡る場合に限り、初年度に事業開

始承認申請を提出し、事業開始承認収受後に工事着手したうえで、次年度の交付申

請受付期間に改めて交付申請し、工事完了後に実績報告書を提出してください。 

    

Ｑ４ 事前申請であることを知りませんでした。 

Ａ４ 補助対象設備を設置する日の３０日前までに交付申請が必要であるため、設置後

の申請はできません。 

 

Ｑ５ いつから補助対象設備の工事を開始してもいいですか。 

Ａ５ 補助対象設備の工事は、交付申請書又は事業開始承認申請書を提出し、交付決定

又は事業開始承認を受けてから開始してください。交付申請から交付決定までの期

間又は事業開始承認申請から事業開始承認までの期間に補助対象設備の工事を開始

したい場合には、交付申請又は事業開始承認申請時に事前着手届をご提出ください

（事前着手届は、交付を保証するものではありません）。 

 

Ｑ６ 先着順など、申請の受付順序に優劣はありますか。 

Ａ６ 申請窓口に交付申請書が提出された順に受付を行い、予算額に達した時点で受付

を終了します。ただし、「交付申請書の受理」には「提出書類の添付書類がすべて揃

っている」ことが必要です。提出書類に不足がある場合は、適切な申請書を提出さ

れた方を優先し、補助金の交付を行うことになります。 
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Ｑ７－① PPA（初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入する方式）は補助対象ですか。 

Ａ７－① ＰＰＡは当補助事業の対象です。本補助金の要綱を確認し、設備を設置する

建築物の所有者の同意を得たうえで申請を行ってください。 

 

Ｑ７－② 太陽光発電設備及び蓄電池の要件はありますか。 

Ａ７－② 太陽光発電設備、蓄電池それぞれに設備設置の要件、性能基準に関する要件

等がありますので本補助金要綱を御確認下さい。 

 

Ｑ７－③ 既存の延べ床面積３００ｍ２以上の建物に太陽光発電設備を新設する場合は、

補助対象ですか。 

Ａ７－③ 既存の延べ床面積３００ｍ２以上の建物の場合にも、本要綱に定める基準量を

1kW以上超えて太陽光発電設備を設置する場合には対象となります。 

 

Ｑ７－④ 設置する太陽光発電設備が基準量と同等であり、補助対象外になる場合でも

蓄電池は補助対象となりますか。 

Ａ７－④ 太陽光発電設備が補助対象外になる場合は、蓄電池も補助対象外です。 

 
Ｑ７－⑤ 太陽光発電設備で発電した電力を、要綱に定める一定の割合以上消費するこ

とができません。 

Ａ７－⑤ 補助金対象設備で発電した電力を、要綱に定める割合（家庭用：30%、業務

用：50%）以上自家消費できない場合には対象外となります。年間の想定発電量

及び自家消費量については、専門業者に依頼するなどにより試算したうえで、

交付申請書（第 1号様式）をご提出ください。 

     また、対象設備を設置した年度の翌年度の 1 年間の自家消費実績について、

対象設備を設置した年度の翌々年度の７月３１日までに自家消費割合実績報告

書（第２０号様式）によりご提出ください。 

 

Ｑ７-⑥ 太陽光発電設備で発電した電力の全てを自家消費できない場合、売電すること

は可能ですか。 

Ａ７－⑥ 補助金対象設備で発電した電力を、要綱に定める割合（家庭用：30%、業務

用：50%）以上自家消費したうえで、FIT制度や FIP制度を活用せず売電すること

は可能です。 

     FIT 制度や FIP 制度を活用しない売電先について、京都府の HP 上で紹介して

いるため、参考にご確認ください。 

     https://www.pref.kyoto.jp/energy/kateimukehojo_nonfit.html 

 

  

https://www.pref.kyoto.jp/energy/kateimukehojo_nonfit.html
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Ｑ７-⑦ 既に太陽光発電設備を設置している建築物に、追加で太陽光発電設備を設置す

る場合にも対象となりますか。 

Ａ７－⑦ 既設の太陽光発電設備を FIT で売電しており、同系統で設置する場合は補助対

象外です。 

既設の太陽光発電設備が完全自家消費型で同系統に設置する、又は既設の太陽

光発電設備を完全 FIT 売電しており別系統で本補助要件に即した太陽光発電設備

を設置する場合で、既設の太陽光発電設備と今回設置する太陽光発電設備を合わ

せた設置量が、本要綱に定める基準量を 1kW 以上超える場合には、対象となりま

す。 

なお、既設の太陽光発電設備が完全自家消費の場合には、既設の太陽光発電設

備も含めた全ての太陽光発電設備で発電される電力に対し、要綱に定める割合

（家庭用：30%、業務用：50%）以上自家消費していただく必要があります。 

 

Ｑ８ 京都市外に本社がある企業ですが、京都市内に所有する事務所に太陽光発電設備

を設置する場合、補助金の申請は可能ですか。 

Ａ８ 申請者の住所が京都市外であっても、京都市内の延べ床面積１０ｍ２以上の建物に、

本要綱に定める基準量を 1kW 以上超えて太陽光発電設備を設置する場合には対象と

なります。 

 

Ｑ９ 京都府が行う支援制度との併用は可能ですか。 

Ａ９ 本補助金の要綱上、京都府の支援制度を活用した場合でも対象外にはしていませ

んが、京都府の補助金の要綱上、本補助金との併用を不可としている場合がありま

すので、京都府にご確認ください。 

 

Ｑ１０ 他の補助金との併用は可能ですか。 

Ａ１０ 可能です。ただし、他補助金が、本補助金と併用可能である場合に限りますの

で、他補助金要綱等により事前に確認してください。なお、本補助金要綱第４条第

２号の規定により補助対象経費の額は、別の補助金の額を控除した額となりますの

で、申し出てください。 
 

⑶  交付決定通知書の受取 

Ｑ１１ 交付決定通知書を紙媒体で発行してもらうことは可能ですか。 

Ａ１１ 可能です。申請者の事情（社内規定等）により押印が必要となる場合及び電子メ

ールでのやり取りが困難な場合には、押印した文書を郵送にて送付いたしますので、

申請時にお伝えください。  
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⑷  変更承認申請の提出 
Ｑ１２ 変更承認申請が必要な場合はどういった場合ですか。 

 Ａ１２ 交付申請書の内容に重大な変更がある場合には、変更承認申請が必要です。それ

以外の変更は、実績報告書の「５ 交付申請時から実績報告までの間に、補助金

額の変更を伴わない範囲で申請内容を変更した場合は、その内容」記載欄に変更

内容を記載してください。 
 

変更承認申請が必要 
変更承認申請が不要 

（実績報告書裏面への記載で可） 
基準 交付申請書に重大な変更が生じる場合 軽微な変更の場合 
 
 

主な
例 

・太陽光発電設備の容量が変更になっ
た。 

・延べ床面積が変更になった。 
・型番を変更した。 

・景観の届出がいらないと思っていた
が必要となった。 

・工事完了日が、変更になったが、実
績報告書の受付期間内である。 

・法人の代表者が変更になった。 
・申請者の所在地・住所が変更になっ
た。 

（その他関係法令に合致しているかは
適宜確認が必要です） 

（注） 申請者又は設置場所を変更する場合は、変更承認申請では対応できません。廃止

承認申請書で当初申請を取り下げ、改めて新規の交付申請を行ってください。 

 

⑸  実績報告書の提出 
Ｑ１３ 実績報告書の提出が期限に間に合いません。 

Ａ１３ 補助金をお支払いできません。実績報告書の提出期限は、令和８年２月２８日

（３月１日～３月１３日補助対象設備工事が終わる場合は、３月１３日）です。

やむを得ない事情により困難な場合は、令和７年１２月３１日までにご相談くだ

さい。 

 

⑹  その他 
Ｑ１４ 景観の手続きは必ず必要ですか。 

Ａ１４ 景観の手続き（申請）の要否は、建築予定の地域によって異なります。工事の着

手前に申請の要否を確認のうえ、申請を行ってください。 

 


